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メンバー様の特典（毎年）

 当社主力商品「シリカプロテイン（１回分）」進呈 ※県外＆Legend・Gold Supporter の方は 2 回分

 『Gym-A.T』１回無料利用券（500 円相当）進呈

 当社商品・サービス割引（一部除く）

 当社ホームページ内 メンバー専用サイト（2021 年４月開設）お名前ご紹介（ファンネーム可）

 同 ご希望によりメンバーおよびメンバー関連団体の商品・サービス・イベント情報等掲載

 『Gym-A.T』利用料プライスダウン！ （中・高校生限定→１日 300 円 小学生限定→無料）

 And more

2021 年具体的支援内容

【ご協賛金の７割程度】
・Gym-A.T 運営費（実質、地代家賃に充当させていただきます）
【同 ３割程度 配分】
・盛岡市出身 スノーボーダー 浅沼妃莉 選手 支援
・一関市出身 スノーボーダー 岩渕麗楽 選手 支援
・一般社団法人岩手県バスケットボール協会協賛
・岩手県 e スポーツ協会協賛
・IBC 岩手放送『ラジソン』募金

Fan Club-A.T 運営アドバイザー
【代 表】 鈴木 昭博 （盛岡第四高校 12 回生/盛岡市在住）
【副代表】 大島 陽子 （不来方高校 2 回生/盛岡市在住）

管理運営責任者
株式会社 Fair Sports Morioka A.T
代表取締役 髙橋 晃

F a n C l u b - A . T 入 会 の ご 案 内

Fan Club-A.T とは…

㈱Fair Sports Morioka A.T が掲げる経営理念

『スポーツ振興と地域貢献』のもと

当社の実施事業※を支援することを目的とします。

本目的に賛同いただける個人の皆様による

ホッコリとした会です！2021.1.1 設立

メンバ-様のご協賛により運営！

【年ご協賛金の目安（1 月～12 月）】

① 18 歳以上：１口 ２，５００円

② 18 歳未満：1 口 1，0００円

→18 歳未満の方は保護者さまの許可要

→所得税法による寄付金控除非該当で

※支援事業とは？→ 3 つです！

① ワンコインスポーツジム『Gym-A.T』運営事業

② スポーツ団体、アスリート等支援事業

③ その他、㈱Fair Sports Morioka A.T 実施事業
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私は、Fan Club-A.T の規約に同意し、入会いたします。 申込日：     年    月   日

                                   

住 所

〒    －

（フリガナ）

氏 名

性 別 年

齢

生年月日（任意）

女 ・ 男 年   月  日

携帯電話番号      －     － FAX 番号       －     －

メールアドレス
                

                 ＠

年協賛金

口数・金額

（予 定）

         

   口

   ,       円（消費税込）

金融機関口座

ゆうちょ銀行 店名 八三八

普通 2676286

名義：㈱Fair Sports Morioka A.T

ファンネーム

希望の方

ファンネーム（著名人同一名不可）

18 歳未満の

方のみ記入

保護者氏名

        ※ご記入いただいた個人情報は、ご本人の許可なく第三者等に開示・提供いたしません。                                                             

【管理運営責任者】

法人名：株式会社 Fair Sports Morioka A.T
代表取締役：髙橋 晃（たかはし あきら）

所在地：〒020-0863 盛岡市南仙北二丁目 22-15
電話番号：090-4044-8889 ファクシミリ番号：019-601-8842
E-mail①：gymat@outlook.jp（PC）

E-mail②：sportsat8889＠docomo.ne.jp（携帯）

ホームページ：https://fairsports.net
主要事業：スポーツジム運営、スポーツ用品等販売、経営コンサルタント等

Fan Club-A.T 入会申込書

【入会方法】

『Fan Club-A.T 規約』をお読みいた

だき、下欄に必要事項を明記の

上、ファクシミリ・Eメール・郵送等で

㈱Fair Sports Morioka A.T 宛に

お送り願います。

【年間協賛金】

①2021 年および各年中途入会者

入会申込書受領後、ご協賛依頼書面を郵送さ

せていただきます。

②2022 年以降

原則、1２月に翌年分をご依頼申し上げます。


